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◇

｢都心共同住宅供給事業｣のt棚譲渡

Q:当社は、事業用に使っていた建物とそ

の敷地を譲渡する予定ですが、都市共同住宅

供給事業のための譲渡であるから、買換資産

については80％の圧縮記帳ができると不動

産業者から、言われました。この場合の圧縮

記帳について教えて下さい。

A:既成市街地等内にある事業用資産の買換

え特例について平成7年度に改正がありまし

た。新たに追加されたものは次のとおりです。

平成3年3月31日以前に取得した既成市

街地等内の事業用資産を「都心共同住宅事業」

の用に供するために譲渡し、代わりに既成市

街地等以外にある土地、建物、機械を取得し

た場合には、その買換資産について80％の

圧縮記帳が適用できます。

この場合の「都心共同住宅事業」とは、大

都市法で規定されており、具体的には①工場

跡地、老朽化した大規模住宅団地等を拠点と

して開発する事による住宅供給と周辺地域の

道路や公園を整備するといった一体的な基盤

整備②中小規模の低未利用地等をビル等にす

る事によって共同化し高度利用・複合利用を

図る住宅供給の事です。

この事業の対象となる土地が、この度、明

らかになりました。東京都23区、大阪市、

首都圏、近畿圏、中部圏の近郊整備地帯等で

大都市法で定められている住宅の重点供給地

域です。

これらの地域について、平成7年5月25
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日以降の譲渡分から80％の圧縮記帳が適用

できます。


